
船橋市告示第１６３号 

 

公共下水道の供用及び処理開始について 

 

公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条第１項及び第２項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

その関係図書は、令和７年３月１７日から２週間、船橋市下水道部下水道河川管理課に

おいて、一般の縦覧に供する。 

ただし、土曜、日曜、祝休日を除く。 

 

令和７年３月１７日 

 

公共下水道管理者    船  橋  市 

代 表 者    船 橋 市 長   松  戸    徹 

 

１．供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和７年３月３１日 

 

２．供用及び下水の処理を開始する区域 

  前原西四丁目３９番の一部 

  前原西七丁目８番の一部 

  新高根四丁目１５番の一部 

東船橋三丁目１５番の一部 

  金杉五丁目２６番の一部 

  芝山一丁目１０２６番の一部 

飯山満町二丁目７４１,７４２,７５３～７５５,９１４,９１６～９２３,９２８ 

９２９,９９７,９９８,１００５,１０１５,１０３６,１０３７ 

１０４４番の各一部 

飯山満町三丁目１５２０,１５２１番の各一部 

 

 

３．下水の処理を開始する当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称 

位 置 船橋市高瀬町５６番地 

名 称 高瀬下水処理場 

 

４．排除方法 

分 流 式  


















